
定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和４年４月７日 ９時00分～11時15分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・那須委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

本 部 長１ 緊急配備等発令中の好事例（２例） 地域部
総 務 部 長

警 務 部 長２ 主要事件の検挙 刑事部
生活安全部長

地 域 部 長３ 交通事故発生状況（令和４年３月末）
報告 刑 事 部 長交通部

白井奈津さんを交通安全大使に起用した広報啓発活動 交 通 部 長４
の推進 警 備 部 長

名古屋市警察部長
５ 警察庁広報誌「焦点」を活用した広報活動の推進

情報通信部長
警備部

警察学校長行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び
６ 許可（令和４年３月中）

２ 個別審議（公安委員執務室）
案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（21件）
公安委員会執務官

２ 決裁 警察署協議会委員の辞職及び委嘱（２件） 総務部

３ 報告 令和３年度愛知県警察会計監査の実施結果 監 査 官

４ 報告 人事案件 警 務 部 長

５ 決裁 苦情の調査結果（２件） 住民サービス課長
警務部

６ 報告 監察案件 首席監察官

風俗営業及び飲食店営業の営業停止処分に対する審査
７ 裁決 訟 務 官

請求（２件）

指定暴力団等の指定番号の変更に伴う特定抗争指定
８ 決裁 刑事部 捜査第四課長

暴力団等の指定に係る公示事項変更のための告示

９ 決裁 信号機の設置及び交通規制の実施(令和４年度第１次) 交通部 交通規制課長

首席聴聞官
10 決定 聴聞等の実施結果・決定 39件 総務部 聴 聞 官



議事の概要

１ 全体審議

(1) 地域部

緊急配備等発令中の好事例（２例）

地域部長から、

〇 初動警察活動によるコンビニ強盗未遂被疑者の検挙概要

〇 初動警察活動による特殊詐欺被疑者（受け子）の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「資機材の効果的な活用も含めて、粘り強く活動した結果だと思います」

旨の発言があった。

(2) 刑事部

主要事件の検挙

刑事部長から、

オランダ来ＭＤＭＡ密輸入被疑者の検挙概要

について報告があった。

(3) 交通部

ア 交通事故発生状況（令和４年３月末）

交通部長から、

「交通事故死者数は、３月中13人で前年同期比プラス９人であった。

３月中の交通死亡事故の主な特徴としては、

〇 横断歩道等を横断中の歩行者が死者となる事故が多発

〇 車両単独でガードレール等に衝突する事故が多発



であり、３月31日（木）から愛知県交通死亡事故多発警報が発令されて

いる。

４月中の主な取組は、

○ 高齢者・歩行者・自転車・交差点対策の推進

〇 一斉取締り

〇 愛知県交通死亡事故多発警報発令に伴う緊急対策

〇 春の全国交通安全運動

○ 白バイの運用

等である」

旨の報告があった。

委員から、

「人身事故件数などは減少しているが、残念ながら死者数だけが増加

している。今後も各種活動を効果的に進めてもらいたい」

旨の発言があった。

イ 白井奈津さんを交通安全大使に起用した広報啓発活動の推進

交通部長から、

「県民の交通安全意識を高めるため、交通関係団体との連携の下、名

古屋市出身のラジオパーソナリティーの白井奈津さんを交通安全大使に

起用した広報啓発活動を展開し、交通事故の抑止を図る」

旨の報告があった。

(4) 警備部

ア 警察庁広報誌「焦点」を活用した広報活動の推進

警備部長から、

「警察活動に対する県民の理解と協力を得るため、警察庁広報誌『焦

点』を各種警備広報に積極的に活用するとともに、警察署協議会委員を

始めとした関係機関・団体に配布する」

旨の報告があった。



イ 行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び許可（令和４年３月中）

警備部長から、令和４年３月中の行進又は集団示威運動に関する条例の

許可申請及び許可について、

「令和４年３月中、25件の許可申請を受理して、全て許可した」

旨の報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（21件）

公安委員会執務官から、

４月１日までに届いた公安委員会宛の文書等21件

について報告があり、決裁した。

(2) 警察署協議会委員の辞職及び委嘱（２件）

公安委員会執務官から、

警察署協議会委員の辞職及び委嘱

について報告があり、２警察署協議会の委員それぞれ１人の辞職及び後任者

の委嘱について決裁した。

(3) 令和３年度愛知県警察会計監査の実施結果

監査官から、

令和３年６月７日から令和４年２月28日までの間に実施された令和３年

度の愛知県警察会計監査の実施結果

について報告があった。

(4) 人事案件



警務部長から、

人事案件

について報告があった。

(5) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、

公安委員会宛の「警察官の言動等に関する苦情」２件について、調査結

果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり決裁した。

（6) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

委員から、

「幹部職員によって、このような行為が行われたことは、県民の信頼を

失墜するものであり、公安委員会としても重大視している。このような行

為に至った背景、事情について調査等を尽くし、明らかになった事実関係

に即して必要な処分を行うとともに、再発防止等を講じていただきたい」

旨の発言があった。

（7）風俗営業及び飲食店営業の営業停止処分に対する審査請求（２件）

訟務官から、風俗営業及び飲食店営業の営業停止処分に対する審査請求２

件について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。



(8) 指定暴力団等の指定番号の変更に伴う特定抗争指定暴力団等の指定に係る

公示事項変更のための告示

捜査第四課長から、

「兵庫県公安委員会において神戸山口組の指定暴力団としての指定番号

を変更したため、特定抗争指定暴力団等の指定に係る愛知県公安委員会告

示の公示事項を変更する」

旨の説明があり、決裁した。

(9) 信号機の設置及び交通規制の実施(令和４年度第１次)

交通規制課長から、

「令和４年度第１次分として14基の信号機を設置し、23基を廃止する。

これに伴い、横断歩道、一時停止等の交通規制を実施又は廃止する」

旨の説明があり、決裁した。

(10) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 38件

〇 客待ち行為の再発防止命令に関する聴聞結果 １件

について報告があり、行政処分を決定した。



定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和４年４月14日 ９時00分～11時10分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・那須委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

愛知県被害者支援連絡協議会定例総会の開催 警務部 本 部 長１
総 務 部 長

警 務 部 長杉良太郎警察庁特別防犯対策監による特殊詐欺被害 生活安全部
２ 防止対策の実施 生活安全部長刑事部

地 域 部 長

報告 刑 事 部 長３ 刑法犯の認知・検挙状況（令和４年３月末）
交 通 部 長

刑事部
警 備 部 長

４ 特別区域における暴力団排除対策 名古屋市警察部長

情報通信部長

警察学校長５ 警衛警備の実施 警備部

２ 個別審議（公安委員執務室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（５件） 総務部 公安委員会執務官

２ 決裁 苦情の調査結果（２件） 住民サービス課長

３ 報告 監察案件
首席監察官

４ 報告 令和３年度業務監察実施結果 警務部

５ 裁決 自己情報不開示決定に対する審査請求
訟 務 官

６ 裁決 行政文書開示決定に対する審査請求（４件）

対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する
７ 報告 警備部 警備総務課長

公安委員会への通報

首席聴聞官
８ 決定 聴聞等の実施結果・決定 60件 総務部 聴 聞 官



議事の概要

所用のため、小笠原委員長が途中退席し、以後は下村委員が委員長の代行を務

めた。

１ 全体審議

(1) 警務部

愛知県被害者支援連絡協議会定例総会の開催

警務部長から、

「４月22日（金）、会員相互の連携を図り、実質的な犯罪被害者等支援

が行われることを目的とした愛知県被害者支援連絡協議会定例総会が開催

される。本年は、ＷＥＢ会議形式により実施される。」

旨の報告があった。

(2) 生活安全部・刑事部

杉良太郎警察庁特別防犯対策監による特殊詐欺被害防止対策の実施

生活安全部長から、

「多発する特殊詐欺の被害防止対策の一環として、国家公安委員会委員

長から特別防犯対策監を委嘱されている歌手で俳優の杉良太郎氏を招き、

金融機関と連携した啓発イベント、関係団体との懇談会、啓発音源の収録

等を実施する。」

旨の報告があった。

(3) 刑事部

ア 刑法犯の認知・検挙状況（令和４年３月末）

刑事部長から、令和４年３月末時点での刑法犯の認知・検挙状況（前年

同期との比較）について、



○ 刑法犯の認知件数は8,882件で、157件減少

○ 刑法犯の検挙件数は3,239件で、571件減少

○ 刑法犯の検挙率は36.5パーセントで、5.7ポイント下降

○ 刑法犯の検挙人員は2,699人で、466人減少

○ 重要窃盗犯の認知件数は901件で、54件増加

○ 重要窃盗犯の検挙件数は215件で、101件減少

○ 重要窃盗犯の検挙率は23.9パーセントで、13.4ポイント下降

○ 重要窃盗犯の検挙人員は89人で、33人減少

〇 特殊詐欺の認知件数は194件で、29件増加

〇 特殊詐欺の検挙件数は105件で、12件増加

〇 特殊詐欺の検挙率は54.1パーセントで、2.3ポイント下降

〇 特殊詐欺の検挙人員は42人で、1人増加

旨の報告があった。

委員から、

「愛知県の侵入盗の認知件数が昨年より増えている。県民にとって重

要な課題であり、関心が高い。しっかり分析して対応してほしい。」

旨の発言があった。

イ 特別区域における暴力団排除対策

刑事部長から、

「愛知県暴力団排除条例の改正に伴い、暴力団排除特別区域内の店舗

経営者等に対し暴排ローラーを実施した。」

旨の報告があった。

(4) 警備部

警衛警備の実施

警備部長から、

警衛警備の実施

について報告があった。



２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（５件）

公安委員会執務官から、

４月11日までに届いた公安委員会宛の文書等５件

について報告があり、決裁した。

(2) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、

公安委員会宛の「警察官の言動等に関する苦情」２件について、調査結

果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり決裁した。

（3) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

（4）令和３年度業務監察実施結果

首席監察官から、

令和３年度業務監察実施結果

について報告があった。

(5) 自己情報不開示決定に対する審査請求

訟務官から、自己情報不開示決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明



があり、原案どおり裁決した。

(6) 行政文書開示決定に対する審査請求（４件）

訟務官から、行政文書開示決定に対する審査請求４件について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(7) 対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する公安委員会への通報

警備総務課長から、

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関す

る法律に基づいて公安委員会に通報がなされた。」

旨の報告があった。

(8) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 60件

について報告があり、行政処分を決定した。



定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和４年４月21日 ９時00分～11時05分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・那須委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

地域部 本 部 長集中配備発令中の好事例１ 刑事部 総 務 部 長
警 務 部 長

２ 株主総会に対する特別警戒の実施 生活安全部長
地 域 部 長刑事部
刑 事 部 長

３ 報告 主要事件の検挙 交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長４ 高齢運転者に対する運転技能検査等の施行 交通部
情報通信部長
警察学校長

５ ５月の行事予定[書面報告] 警務部

２ 個別審議（公安委員執務室）

案件 件 名 出 席 者

１ 報告 人事案件 本 部 長

案件 件 名 担当部 出 席 者

２ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（４件） 公安委員会執務官
総務部

３ 決裁 令和４年度愛知県留置施設視察委員会委員の任命 留置管理課長

４ 決裁 苦情の調査結果（２件） 住民サービス課長

５ 報告 監察案件 首席監察官

６ 裁決 運転免許取消処分に対する審査請求
警務部

７ 裁決 運転免許停止処分に対する審査請求

８ 裁決 運転者区分決定に対する審査請求（２件） 訟 務 官

９ 裁決 放置違反金の督促処分に対する審査請求

10 決裁 行政訴訟控訴の発生

ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告
11 報告 生活安全部 人身安全対策課長

等の実施

12 報告 交通事故統計外の事故（令和４年第１四半期） 交通部 交通総務課長

首席聴聞官
13 決定 聴聞等の実施結果・決定 54件 総務部 聴 聞 官



議事の概要

１ 全体審議

(1) 地域部・刑事部

集中配備発令中の好事例

地域部長から、

初動警察活動による強制わいせつ被疑者の検挙概要

について報告があった。

(2) 刑事部

ア 株主総会に対する特別警戒の実施

刑事部長から、

「５月９日(月)から６月30日(木)までの間、捜査第四課に『株主総会

特別警戒本部』を設置し、株主総会開催企業に対する事前対策の強化を

図るとともに、総会屋等の取締りの徹底及び警戒の万全を期すため、特

別警戒を実施する。」

旨の報告があった。

イ 主要事件の検挙

刑事部長から、

組織的な侵入盗グループの検挙概要

について報告があった。

(3) 交通部

高齢運転者に対する運転技能検査等の施行



交通部長から、

「５月13日に改正道路交通法が施行されることに伴い、75歳以上の高齢

運転者の免許証更新時に運転技能検査が義務付けられるほか、サポートカ

ー限定免許が新設された。」

旨の報告があった。

委員から、

「検査体制を整えて、県民に負担が掛からないように努力してほしい。」

旨の発言があった。

(4) 警務部

５月の行事予定（書面報告）

警務部から、

５月の行事予定

について書面報告があった。

２ 個別審議

(1) 人事案件

本部長から、

人事案件

について報告があった。

(2) 公安委員会宛文書等の受理（４件）

公安委員会執務官から、

４月15日までに届いた公安委員会宛の文書等４件

について報告があり、公安委員会は、「警察官の言動に関する申出」を警察

法79条に規定する苦情として受理し、警察本部長に対して調査指示する旨決



裁した。

(3) 令和４年度愛知県留置施設視察委員会委員の任命

留置管理課長から、

令和４年度愛知県留置施設視察委員会委員の候補者８名についての説明

があり、８名の委員任命について決裁した。

(4) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、

公安委員会宛の「警察官の言動に関する苦情」等２件について、調査結

果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり決裁した。

（5) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

(6) 運転免許取消処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許取消処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(7) 運転免許停止処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許停止処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明



があり、原案どおり裁決した。

(8) 運転者区分決定に対する審査請求（２件）

訟務官から、運転者区分決定に対する審査請求２件について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(9) 放置違反金の督促処分に対する審査請求

訟務官から、放置違反金の督促処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(10) 行政訴訟控訴の発生

訟務官から、

銃砲所持許可申請許可処分の義務付け等請求控訴事件発生の概要及び今

後の応訴方針

について説明があり、決裁した。

(11) ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等の実施

人身安全対策課長から、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく

警告等の実施について、

「令和４年３月中は、押し掛け、面会等要求等を理由に８件の緊急禁止

命令等を実施した。

また、面会等要求、押し掛け、待ち伏せ等を理由に24件の警告を実施し

た。」

旨の報告があった。



(12) 交通事故統計外の事故（令和４年第１四半期）

交通総務課長から、

令和４年第１四半期における交通事故統計外の事故

について報告があった。

(13) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

○ 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 53件

○ 客待ち行為の再発防止命令に関する聴聞結果 １件

について報告があり、行政処分を決定した。



定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和４年４月28日 ９時00分～11時30分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・那須委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

本 部 長
１ 主要事件の検挙（２件） 刑事部 総 務 部 長

警 務 部 長
生活安全部長
地 域 部 長

２ 報告 道路交通法の一部改正（令和４年４月27日公布） 交通部 刑 事 部 長
交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長

３ 憲法記念日をめぐる動向と警察措置 警備部 情報通信部長
警察学校長

２ 個別審議（公安委員執務室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（６件）

２ 決定 自己情報開示請求に係る決定 総務部 公安委員会執務官

３ 決裁 警察署協議会委員の辞職及び委嘱

４ 決定 犯罪被害者等給付金仮給付決定（２件）

５ 決裁 苦情の調査結果
住民サービス課長

個人情報の保護に関する法律に基づく報告及び立入検 警務部
６ 決裁

査に関する規程の一部改正

７ 報告 監察案件 首席監察官

８ 報告 行政訴訟の終了（２件） 訟 務 官

９ 決裁 教習資格認定申請に対する不認定処分の実施 生活安全部 保 安 課 長

10 決裁 愛知県公安委員会事務専決規程の一部改正 交通規制課長

11 報告 運転免許証更新申請書の紛失 交通部 交通部参事官

12 決裁 愛知県公安委員会規則等の一部改正等 運転免許課長

首席聴聞官
13 決定 聴聞等の実施結果・決定 56件 総務部 聴 聞 官



議事の概要

所用のため、小笠原委員長が途中退席し、以後は下村委員が委員長の代行を務

めた。

１ 全体審議

(1) 刑事部

主要事件の検挙

刑事部長から、

○ 元暴力団組員による拳銃加重所持事件の検挙概要

○ マンションを拠点とする百貨店かたりの特殊詐欺被疑者の検挙概要

について報告があった。

(2) 交通部

道路交通法の一部改正（令和４年４月27日公布）

交通部長から、

「近年の道路交通をめぐる情勢に鑑み、特定小型原動機付自転車等の新

たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備等に係る改正道路交通法が、

４月27日に公布された。」

旨の報告があった。

委員から、

「特定小型原動機付自転車が公道を走行することに関しては、交通安全

の確保とのバランスを取れるかが懸念される。警察において交通ガバナン

スの確保に努めてほしい。そのためにも、しっかり指導・取締りをしてほ

しい。」

旨の発言があった。



(3) 警備部

憲法記念日をめぐる動向と警察措置

警備部長から、

憲法記念日をめぐる動向と警察措置

について報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（６件）

公安委員会執務官から、

４月22日までに届いた公安委員会宛の文書等６件

について報告があり、公安委員会は、「警察官の言動に関する申出」を警察

法79条に規定する苦情として受理し、警察本部長に対して調査指示する旨決

裁した。

(2) 自己情報開示請求に係る決定

公安委員会執務官から、

公安委員会宛の自己情報開示請求に係る決定案

について説明があり、原案どおり決定した。

(3) 警察署協議会委員の辞職及び委嘱

公安委員会執務官から、

警察署協議会委員の辞職及び委嘱

について報告があり、１人の辞職及び後任者の委嘱について決裁した。

（4）犯罪被害者等給付金仮給付決定（２件）



住民サービス課長から、

仮（遺族）給付金支給決定２件

について説明があり、決定した。

(5) 苦情の調査結果

住民サービス課長から、

公安委員会宛の「警察官の対応に関する苦情」について、調査結果の報

告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、原案どおり決裁した。

（6）個人情報の保護に関する法律に基づく報告及び立入検査に関する規程の一

部改正

住民サービス課長から、

「昨年、国において、デジタル社会形成基本法に基づき個人情報の保護

に関する関係法律について所要の整備が行われ、改正後の個人情報保護法

の一部が本年４月１日に施行されたことに伴い、個人情報の保護に関する

愛知県公安委員会規程の一部改正を行う。」

旨の説明があり、決裁した。

（7) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

(8) 行政訴訟の終了（２件）

訟務官から、

○ 運転免許取消処分取消請求控訴事件の終了

○ 運転免許取消処分取消請求事件の終了



について報告があった。

(9) 教習資格認定申請に対する不認定処分の実施

保安課長から、銃砲刀剣類所持等取締法に定められている教習資格認定申

請に対する不認定処分の実施について、

不認定に至る経緯及び理由

についての説明があり、決裁した。

(10) 愛知県公安委員会事務専決規程の一部改正

交通規制課長から、

「令和４年１月から警察行政手続サイトに安全運転管理者及び副安全運

転管理者の届出等が対象手続として追加されたことに伴い、安全運転管理

者証及び副安全運転管理者証が廃止されるとともに、道路法施行令等の一

部改正に伴い、条項廃止等があることから、愛知県公安委員会事務専決規

程について必要な改正を行う。」

旨の説明があり、決裁した。

(11) 運転免許証更新申請書の紛失

交通部参事官から、

運転免許証更新申請書の紛失

について報告があった。

(12) 愛知県公安委員会規則等の一部改正等

運転免許課長から、

「本年５月13 日、高齢運転者対策の充実・強化や大型免許等の受験資

格の緩和を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が施行されること

に伴い、愛知県公安委員会規則及び愛知県公安委員会規程の一部改正等を

行う。」



旨の説明があり、決裁した。

(13) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

運転免許取消処分に関する聴聞等結果 56件

について報告があり、行政処分を決定した。
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